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中・⾼⽊の図⽰における留意点
建築安全課

緑化計画図に図⽰する中・⾼⽊の樹冠は、必ずみなし樹冠直径により図⽰して下さい。
（例）樹⾼※＝3.0mの場合、表よりみなし樹冠直径＝3.2ｍの円を図⾯に明⽰

樹種区分「⾼⽊１」となり、緑地⾯積は１本当り8.0㎡を計上します。
 ※植栽時の樹⾼で判断

【緑化計画図の中・⾼⽊の記載⽅法】
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中・⾼⽊の図⽰における留意点
建築安全課

【ケース１：みなし樹冠同⼠が重複する場合】

重複部分の⾯積は、⼆重計上できません。
計上する緑地⾯積＝8.0㎡×2本+3.8㎡×1本−2㎡（重複⾯積）−1㎡（重複⾯積）
        ＝16.8㎡ となります。
※⾯積の算出は、ＣＡＤ求積も可とします（以下同じ）。

【ケース２：みなし樹冠が敷地外に出る若しくは建築⾯積算定部分と重複する場合】

計上する緑化⾯積は、道路部分、敷地外の部分及び建築⾯積算⼊部分を除いた⾯積
とします。（下図のとおり）

なお、庇・軒先等がある場合、樹幹の位置はの当該庇・軒先線の外に植樹して下さい。
庇・軒先等の下に樹幹がある場合、当該中・⾼⽊は緑地⾯積に算⼊できません。

【中・⾼⽊の緑化⾯積算定上の留意点】

みなし樹冠が重複する部分（２㎡）
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（計上⾯積8.0㎡）
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計上する緑地⾯積の範囲
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（計上⾯積3.8㎡）

みなし樹冠が重複する部分（１㎡）
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